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第１節 計画策定の目的と背景 

 

１．計画策定の目的 

産業革命以降、私たちの生活が便利になるとともに、人間活動を主な要因として世

界の平均気温は上昇しています。気温の上昇は気候変動※１に影響を与え、海面上昇や

洪水の発生など様々な形であらわれています。このままの状況が続いた場合、さらな

る気候変動によるリスクの増大が懸念され、地球温暖化※２対策の推進は、地球規模で

の課題となっています。 

国では、2021（令和３）年６月に施行された、地球温暖化対策の推進に関する法

律※３（以下「温対法」という。）の改正において、2050（令和 32）年までのカー

ボンニュートラル※４を基本理念に盛り込み、同年 10 月に閣議決定された地球温暖

化対策計画※５では、2030（令和 12）年度の温室効果ガス※６削減目標を 2013（平

成 25）年度比 46％削減とし、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続けるとしまし

た。 

奥出雲町（以下、「本町」という。）においても、地球温暖化の防止に向けた温室

効果ガス排出量の削減が必要となることから、国際的な取組や国・県の動向を踏まえ、

行政・住民・事業者が適切に役割を分担し、各主体が連携して、地域の視点から地球

温暖化対策に積極的に取り組む必要があります。 

この地球温暖化対策の取組にあたっては、自然環境、

地域社会、経済活動などの地域特性を踏まえて推進する

必要があり、草の根レベルのきめ細やかな対策が求めら

れます。また、関連する施策との調整を図りながら、総

合的、計画的に温室効果ガスの削減を行っていかなけれ

ばなりません。そこで、本町において地域レベルでの温

暖化対策に取り組み、環境にやさしいまちづくりを進め

るため、「奥出雲町地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）」を策定します。 

 

※１：地球の大気の組成を変化させる人間活動によって直接または間接に引き起こされる気候変化のことで、自然な

気候変動に加えて生じるものを言います。 

※２：人の活動の拡大によって、二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスの濃度が上がり、地表面の温度が上昇する

ことを言います。 

※３：日本の地球温暖化対策として国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための

枠組みを定めた法律で、1999（平成 11）年に施行されました。 

※４：温室効果ガスの排出量と吸収・除去量が同量であり、実質的に温室効果ガス排出量がゼロになっていることを

いいます。 

※５：温対法に基づく政府の総合計画です。温室効果ガスの排出抑制及び吸収の量に関する目標、事業者・国民等が講

ずべき措置に関する基本的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ずべき施策等について記載されています。 

※６：大気中の二酸化炭素（CO2）やメタン（CH4）などのガスは太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働き

があり、これらのガスを温室効果ガスといいます。 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、本町の経済・社会・環境の特性に応じて、温室効果ガス排出の削減を総

合的かつ計画的に進めるため、「温対法」第 21 条第４項に基づく「地方公共団体実

行計画（区域施策編）」として策定するものです。 

なお、本町では本計画のほかに、町の事業から排出される温室効果ガス排出量の削

減を図るため、「奥出雲町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、町の

事務事業における温室効果ガス排出量の削減に率先して取り組んでいます。 

本計画では、計画期間に達成すべき目標、その目標を達成するために実施する施策

等について定めることで、住民・事業者・町などの各主体が地球温暖化対策を推進す

る上で指針となる役割を定めます。 

また、本計画の推進に当たっては、町の最上位計画である第２次奥出雲町総合計画・

奥出雲町デジタル田園都市構想総合戦略や各関連計画等との整合・連携を図ります。 

 

図表１―１ 奥出雲町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の位置づけ 
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３．計画の期間 

本計画は、2013（平成 25）年度を基準年に、目標年度は 2030（令和 12）年

度とし、中期目標を 2040（令和 22）年度、長期目標年度を 2050（令和 32）年

度として将来像を設定します。 

なお、計画期間中の社会的な情勢の変化や国の動向等に対応するため、本計画の進

捗及び実施状況を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

４．計画の対象範囲 

本町の町内全域を対象範囲とし、対象範囲における温室効果ガスの削減目標を定め、

計画していくこととします。 

 

 
 

 

マーシャル諸島共和国の平均海抜は約２ｍととても低く、地球温暖化による海面上昇の

被害が将来、拡大することが懸念されています。海岸浸食もいたるところで見られ、これ

らは地球温暖化を原因とする海面上昇による影響であると言われています。 

 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/） 

 

 

コラム：マーシャル諸島の海岸浸食 
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第２節 地球温暖化の現状と課題 

 

１．地球温暖化のメカニズム 

地球の表面にある大気中には、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類など

の「温室効果ガス」と呼ばれる気体が含まれています。地球は太陽から降り注ぐ日射

エネルギーにより暖められ、暖まった地球は、地表から宇宙に向けて熱（赤外線）を

放射します。その熱の多くは宇宙空間に放出されますが、一部は大気中の水蒸気や温

室効果ガスに吸収され、大気中に吸収された熱は再び地表に向けて放射され地球を暖

めます。この作用を「温室効果」と呼びます。 

地球は日射エネルギーと熱（赤外線）放射のバランスにより、人間や動植物にとっ

て住み良い大気温度に保たれています。もし大気中に温室効果ガスが存在せず熱（赤

外線）が吸収されなければ、地表の平均温度は約マイナス 19℃になるといわれてい

ます。 

ところが、18 世紀後半ごろから始まった産業革命以降、工場制機械工業の導入や

蒸気機関を動力源とする工業の発展により、それまで燃料として用いてきた木炭の消

費をやめ、石油や石炭などの化石燃料を大量に燃やして消費するようになりました。

これを「燃料革命」とも呼び、この結果、エネルギーの消費とともに大量の二酸化炭

素をはじめとする温室効果ガスが人為的に大気中に排出されるようになりました。こ

のため温室効果が強まり、地球が過度に温暖化する恐れが生じてきました。これが「地

球温暖化」です。 

 

図表１-２ 地球温暖化のメカニズム 

 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/） 
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２．温室効果ガス排出の実態 

（１）世界と日本の温室効果ガス排出の実態 

2020（令和２）年の全世界の二酸化炭素排出量は約 314 億 t-CO₂でした。二

酸化炭素排出量の最も多い国は中国で、全世界の 32.1％を占めています。日本は

５番目に多い国となっており、全世界の 3.2％を占めています。先進国での二酸化

炭素排出量の大部分は、アメリカ、日本、ドイツなどとなっています。 

中国やインドの二酸化炭素排出量が多いのは人口が多いためであり、１人当たり

の二酸化炭素排出量は先進国に比べると、中国ではやや少なく 7.2t/人、インドに

おいてはずいぶんと少なく 1.5t/人となっています。 

１人当たりの二酸化炭素排出量が最も多い国はアメリカで 12.8t/人、次いでロ

シアの 10.8t/人、韓国の 10.5t/人となっています。日本はその次に多い国で、

7.9t/人となっています。 

 

図表１-３ 主な国と日本の１人あたりの二酸化炭素排出量 

 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/） 

 



第１章 地球温暖化対策の必要性 

 

7 

（２）日本における温室効果ガス排出量の推移 

日本における2021（令和３）年度の温室効果ガスの排出・吸収量は11億2,200

万トン（二酸化炭素（CO2）換算）（排出量 11 億 7,000 万トン CO2換算、森林

等の吸収量 4,760 万トン CO2換算）、で、前年度比 2.0%（2,150 万トン）の増

加となり、2013（平成 25）年度比では 20.3％（2 億 8,530 万トン）の減少と

なりました。一方で、2021（令和３）年度の吸収量そのものは 4,760 万トンで、

我が国の吸収量は 4 年ぶりに増加に転じました。 

 

図表１-４ 日本の温室効果ガス排出量の推移 

 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/） 

 

図表１－５ 日本の森林等の吸収量の推移 

 
出典）環境省資料をもとに作成 
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３．地球温暖化の影響 

（１）地球温暖化の現状と今後の予測 

IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change）※１第６次報告書によ

ると、地球温暖化の原因、現状（観測事実）、将来予測の概要は以下のとおりとさ

れています。 

 

図表１－６ 地球温暖化の原因、現状（観測事実）、将来予測の概要 

地球温暖化の原因 ・人間活動が大気・海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余

地がない。 

→IPCC 第 5 次評価報告書では人間活動による温暖化の影響につい

ては極めて高い（95％以上）とする報告であったが、IPCC 第 6

次評価報告書では、より確信度を引き上げた表現となった。 

・気候システム全般にわたる最近の変化の規模と、気候システムの側

面の現在の状況は、何世紀も何千年もの間、前例のなかったもので

ある。 

現状（観測事実） ・2019 年の大気中の CO2濃度は 410ppm であり、工業化前より約

47％高くなっている 

・世界平均気温（2011～2020 年）は、工業化前と比べて約 1.09℃

上昇 

陸域では海面付近よりも 1.4～1.7 倍の速度で気温が上昇 

北極圏では世界平均の約 2 倍の速度で気温が上昇 

・陸域のほとんどで 1950 年代以降に大雨の頻度と強度が増加 

・強い台風（強い熱帯低気圧）の発生割合は過去 40 年間で増加 

・北極の海氷（2010～2019 年）は、1979～1988 年と比べて、

海氷が一番少ない 9 月で 40％減少、海氷が一番多い 3 月で 10％

減少 

・世界の平均海面水位は 1901～2018 年の間に約 0.20m 上昇 

将来予測の概要 ・今世紀末（2081～2100 年）の世界平均気温の変化予測は、工業

化前と比べて＋1.0～5.7℃ 

・今世紀末（2081～2100 年）の年平均降水量は、1995～2014

年と比べて、最大で 13％増加 

・世界規模では地球温暖化が 1℃進行するごとに、極端な日降水量の

強度が約 7％上昇 

・2100 年までの世界平均海面水位は、1995～2014 年と比べて、

0.28～1.01m 上昇 

 

 

※１：国連気候変動に関する政府間パネル。人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術

的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気象

機関（WMO）により設立された組織です。 
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（２）地球温暖化が世界に与える深刻な影響 

地球温暖化の影響はすでに現れていること、今後さらに大きな影響が予想される

ことが、IPCC の報告書において明らかにされています。 

 

図表１-７ 地球温暖化の影響 

 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/） 

 

（３）地球温暖化の日本への影響 

地球温暖化とは、地球の平均気温が上昇し地球が温暖化することですが、気温の

上昇が急激に進んでいるため、気候変動だけでなく、それに伴う様々な影響が予想

されています。 

 

図表１-８ 地球温暖化の日本への影響 

 
出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）をもとに作成 
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（４）地球温暖化の本町への影響 

1979（昭和 54）年以降の本町の年平均気温の推移をみると、５ヶ年平均で、

約 1.2 度上昇しています。 

 

図表１－９ 年平均気温の推移 

 

出典）気象庁ホームページ「気象観測（電子閲覧室）」 
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第３節 地球温暖化対策 

 

１．国際的な動向 

地球温暖化問題に対する危機感は国際的に広がっており、世界各国が協力して対処

すべき深刻な問題として取組が進んでいます。 

主に、年に一度開催される COP※１において、地球温暖化対策の具体的な方針や目

標について 190 以上の国と地域が一丸となって議論されています。 

また、政府間組織である IPCC は、地球温暖化と気候変動に関する包括的な評価の

実施を活動目的として定期的に報告書を作成しており、国際交渉や各国の国内政策で

温暖化対策を検討し決定する上で役立てられています。 

   近年では IPCC の報告書を受けて世界各国で 2050 年までのカーボンニュートラ

ルを目標として掲げる動きが広がっています。 

 

図表１－１０ 地球温暖化に対する主要な動き 

開催年 会合名 開 催 地 結  果  概  要 

1985 年 ﾌｨﾗﾊ会議 オーストリア（フィラハ） 地球温暖化に関する初めての世界会議 

1988 年 世界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP)によって IPCC 設立 

1992 年 国連総会 「気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC)」採択。190 カ国以上が加盟する普遍的な条約 

1997 年 COP3 日本（京都） 
京都議定書採択。先進国の温室効果ガス排出量に関して、法的拘束力

のある数値目標を国毎に設定 

2015 年 COP21 フランス（パリ） 

パリ協定採択。世界共通の長期目標として 2℃目標を設定するとと

もに、1.5℃に抑える努力を追求 

全ての国が削減目標を 5 年ごとに提出・更新 

先進国と途上国の二分論を超えた全ての参加国が対象 

2018 年 

IPCC「1.5℃特別報告書」において、今のままでは、平均気温は早ければ 2030 年には 1.5℃上昇し、異常気象がさ

らに増加する。平均気温の上昇を 2℃より十分低く保つとともに1.5℃の水準に抑えるためには、CO2排出量を2050

年頃にネットゼロ※2を目指すことが必要と報告される 

2021 年 COP26 イギリス（グラスゴー） 

パリ協定の長期目標を 1.5℃目標に強化 

2022 年末までに 2030 年目標の再検討 

石炭火力発電の段階的削減 

先進国から途上国への資金援助 

パリ協定のルールブック完成 

2022 年 COP27 エジプト(ｼｬﾙﾑ・ｴﾙ・ｼｪｲｸ) 

COP26 の内容を踏襲 

緩和作業計画を策定し、毎年進捗を確認するなどして行動を加速 

損失と損害に焦点をあてた気候資金創設合意 

 

 

※１：気候変動枠組条約（UNFCCC）の COP（締約国会議 Conference of the Parties)とは、大気中の温室効果ガ

スの濃度を安定化させることを究極の目的として、1992（平成４）年に採択された「気候変動に関する国際連合枠組

条約」に基づき、1995（平成７）年から毎年開催される年次会議の事です。 

※２：二酸化炭素等の温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による吸収量の差し引きが、ゼ

ロになることを表します。正味ゼロ・実質ゼロともいいます。 
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２．国内の動向 

2020（令和２）年 10 月、我が国は、2050 年までに、温室効果ガスの排出を全

体としてゼロにする、すなわち、2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会※１の実

現を目指すことを宣言しました。翌 2021（令和３）年 4 月、地球温暖化対策推進

本部において、2030 年度の温室効果ガスの削減目標を 2013（平成 25）年度比

46％削減することとし、さらに、50%の高みに向けて、挑戦を続けていく旨が公表

されました。 

 

図表１－1１ 地球温暖化対策計画における 2030 年度温室効果ガス排出削減量の目標 

 

出典）「地球温暖化対策計画」（環境省、2021年） 

 

また、地球温暖化対策推進法では、2050 年までの脱炭素社会の実現を基本理念と

して法律に位置付け、地方公共団体実行計画（区域施策編）に関する施策目標の追加

や、地域脱炭素化促進事業に関する規定が新たに追加されました。政策の方向性や継

続性を明確に示すことで、国民、地方公共団体、事業者等に対し予見可能性を与え、

取組やイノベーションを促すことを狙い、さらに、市町村においても地方公共団体実

行計画（区域施策編）を策定するよう努めるものとされています。 

さらに、2021（令和３）年 6 月、国・地方脱炭素実現会議において「地域脱炭素

ロードマップ」が決定されました。地域脱炭素ロードマップでは、5 年の間に政策を

総動員し、人材・技術・情報・資金を積極的に支援することで、次の二つの取組を実

施することが示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

2013排出実績 2030排出量 削減率 従来目標

エネルギー起源CO2 12.35 6.77 ▲45% ▲25%

産業 4.63 2.89 ▲38% ▲ 7%
業務その他 2.38 1.16 ▲51% ▲40%
家庭 2.08 0.70 ▲66% ▲39%
運輸 2.24 1.46 ▲35% ▲27%
エネルギー転換 1.06 0.56 ▲47% ▲27%

1.34 1.15 ▲14% ▲ 8%

0.39 0.22 ▲44% ▲25%

― ▲0.48 ― （▲0.37億t-CO2)

―

7.60 ▲46％ ▲26％

部
門
別

官民連携で2030年度までの累計で１億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸

収量を目指す。我が国として獲得したクレジットを我が国のNDC達成のた
めに適切にカウントする。

温室効果ガス排出量・
吸収量

（単位：億t-CO2）

排エネルギー起源CO2、メタン、N2O

HFC等４ガス（フロン類）

吸収源

二国間クレジット制度（JCM）

14.08

※１：地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素やフロンなどの温室効果ガス排出量と森林等による吸収量との均衡を達成

する社会を言います。 
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図表１－1２ 地域脱炭素ロードマップの取組 

１点目 地方公共団体や地元企業・金融機関が中心となって 2030 年までに少なく

とも 100 か所の「脱炭素先行地域」を創出し、地域特性に応じた先行的な

取組実施の道筋をつける。 

これにより、多様な地域において、地域課題を解決し、住民の暮らしの質

向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示す。 

２点目 2030 年度目標及び 2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素

の基盤となる重点対策（自家消費型の太陽光発電※１、住宅・建築物の省エ

ネ、ゼロカーボン・ドライブ※２等）を全国津々浦々で実施する。 

 

2021（令和３）年 10 月には、地球温暖化対策計画の閣議決定がなされ、５年ぶ

りの改定が行われました。改定された地球温暖化対策計画では、2050 年カーボンニ

ュートラルの実現に向けて気候変動対策を着実に推進していくこと、中期目標として、

2030年度において、温室効果ガスを 2013年度から46％削減することを目指し、

さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けていくという新たな削減目標も示され、

2030 年度目標の裏付けとなる対策・施策を記載した目標実現への道筋を描いてい

ます。また、「2050 年までの二酸化炭素排出量実質ゼロ」を目指す地方公共団体、

いわゆるゼロカーボンシティ※３は、2019（令和元）年９月時点ではわずか４地方公

共団体でしたが、2024（令和 6）年 3 月末時点においては１，０７８地方公共団体

と加速度的に増加しています。 

 

  

※１：太陽の光エネルギーを電気に変換する太陽光電池を使った発電システムを言います。太陽光発電システムは、

太陽電池を配置した太陽電池パネルと、太陽電池で発電した電気を家庭用の交流電気に変換するインバータ（パワー

コンティショナ）で構成されています。 

※２：太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力（再エネ電力）と電気自動車(EV)、プラグイン

ハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を活用した、走行時の CO2排出量がゼロのドライブです。 

※３：「二酸化炭素排出量実質ゼロ」の実現を目指す自治体のことを言います。 
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地域脱炭素ロードマップの施策の一つとして「地域共 

生・地域裨益型再エネ※１の立地」があり、その概要は、 

「地域が主役になり、地域と共生し、地域に裨益する再 

エネ事業が全国で展開され、地域脱炭素の主役として貢 

献していることを目指す」こととなっています。 

地域に裨益（ひえき）する再エネ事業とは、再エネ事 

業の収益が地域にとどまること、すなわち、地域におけ 

る投資で収益が出て、地域の中で所得として回すことが 

重要となる再エネ事業のことです。 

環境省では、地域脱炭素化促進事業の取組拡大に向け 

て、地域と共生する再エネ事業への優遇措置を案内し 

たパンフレットを作成しています。 

 

 

 

コラム：地域共生・地域裨益型再エネ 

※１：再生可能エネルギーの略です。再生可能エネルギーとは、太陽光や太陽熱、中小水力、風力、バイオマス、地熱

等の資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる温室効果ガスを排出しないエネルギ

ーのことです。 
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３．島根県の動向 

島根県でも 2000(平成 12)年から計画的に取組を進めてきており、その翌年には

「島根県地球温暖化防止活動推進センター」を設置し、普及啓発や活動促進に取り組

んでいます。また、2005(平成 17)年には、民間団体、事業者、行政機関などで構成

する「島根県地球温暖化対策協議会」を組織し、各市町村の地域協議会と共に取組を

推進してきました。さらに、地域振興や産業振興につながる再生可能エネルギーの導

入促進や、豊富な森林資源を活かした二酸化炭素吸収源対策などにも取り組んでいま

す。 

2021（令和３）年３月に「島根県環境総合計画」を定め、「豊かな環境の保全と

活用により、笑顔で暮らせる島根を目指す」ことを基本理念に、地球温暖化対策の推

進を、「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」を長期的な目標に掲げ、今後追加され

る国の施策を活用しながら取組を進めることとしています。 

 

図表１－1３ 島根県地球温暖化対策の推進 

 

出典）（島根県、令和３年３月） 
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４．奥出雲町の取組 

本町では、2019（平成 31）年１月に温対法第 21 条に基づく「奥出雲町地球温

暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、奥出雲町の事務事業からの温室効果ガ

ス排出量の削減に取り組んでいます。 

また、エネルギーを生み出す発電所（３施設）を運営していますが、エネルギーを

地域に供給する仕組みがなかったことから、エネルギー自給率の向上とエネルギーコ

ストの地域循環による活性化を図るため、県外の民間企業（パシフィックパワー株式

会社）との共同出資により 2016（平成 28）年 6 月 23 日に自治体新電力会社「奥

出雲電力株式会社」を設立し、公共施設を中心に電力の小売事業を実施しています。

会社利益を地域へ還元していくために、奥出雲町と連携しながら奥出雲電力が事業主

体となって事業推進することを目指しています。 

 

 

阿井発電所             仁多発電所 

 

公共施設への再生可能エネルギー設備の整備状況は、小規模な太陽光発電設備

(10kw)、蓄電池(15kWh)を町立仁多中学校校舎に導入しています。また、亀嵩温泉

玉峰山荘と佐白温泉長者の湯には木質チップボイラー（350kW と 80kW）を導入

して温水に活用しています。町民向けには、再生可能エネルギー及び省エネルギー設

備等の導入促進を図り、家庭における快適な住環境と脱炭素に寄与する暮らしづくり

を推進するため、奥出雲町脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金により

太陽光発電、蓄電池、薪ストーブ等の設置を推進しています。町の奨励金により、

2011（平成 23）年度から 2023（令和 5）年度の間に２０５件の再エネ・省エネ

設備が導入されました。このうち、太陽光発電設備は１２１件、出力合計７５２ｋW、

蓄電池は２３件、木質バイオマス熱利用設備は６１件が導入されました。 

このように、本町においては水力・太陽光など再生可能エネルギーの普及等の取組

を進めてきましたが、地球温暖化はこれからも一層進行するため、私たちの生活は今

まで以上に気候変動に脅かされることを一人一人が認識するとともに、先人たちから

受け継いだこの奥出雲の豊かな自然環境や地域社会を後世に引き継ぐために、さらに

取組を強化していく必要があります。これらを踏まえ、再生可能エネルギーの一層の
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普及や地域資源の一層の活用と地域内経済の循環を強化し、奥出雲町に関わる全ての

皆様とともに、2050 年までに脱炭素社会の実現を目指すことを決意し、2023 年

（令和 5 年）6 月 9 日に「奥出雲町脱炭素宣言」を行い、目標に向かって取り組ん

でいくこととしました。 
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第４節 奥出雲町の現状 

 

１．概要 

奥出雲町は、島根県の南東部、斐伊川の上流に位置

し、南部は広島県庄原市、東部は鳥取県日南町に接

し、中国山脈の麓ではあるが山に閉ざされた閑寂な

ところではなく、明るい盆地が広がる里山の町です。

旧仁多町と旧横田町が合併した自治体で、それぞれ

仁多庁舎（標高 233ｍ）と横田庁舎（標高 332ｍ）

を中心に学校教育施設、福祉・医療・介護施設などが

配置されています。国道 314 号線、432 号線が東

西南北につながり、日本海側の出雲市や松江市、中国

自動車道へも自動車を使い約 1 時間で行くことがで

きます。 

出雲国風土記まで遡り、記紀神話（スサノヲ、ヤマタノオロチ、クシナダヒメ等）

の世界にも登場するなど、悠々の歴史を持っています。 

今から約 1300 年前に編纂された「出雲国風土記」に良質な鉄の産地と記され、

たたら製鉄の砂鉄採取のために切り崩された山々は、荒廃することなく次々と豊潤な

棚田に姿を変えました。たたら製鉄とともに生きた先人の営みにより創り出された原

風景は、自然環境と共生し、永続的に循環させるという、人と自然が織りなす景観と

なり、平成 26(2014)年 3 月 18 日には「奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観」

として、中国地方で初めて国の重要文化的景観に選定され、町内外の人々に愛されて

います。 

こうした先人達の取組や優れた景観が評価され 2016（平成 28）年 4 月に「日本

遺産」、2019（平成 31）年 2 月に「日本農業遺産」の認定を受けています。 

 

 

図表１－1４ 奥出雲町の位置 
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図表１－1５ たたら製鉄と自然環境が共生し永続的に循環するサイクル 
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２．気候 

本町における 2022（令和４）年の年間平均気温は 12.7℃、平均降水量は

1,625.5mm であり、山陰特有の低温多湿型気候で日照時間も短くなっています。特

に冬季は降水が多く、積雪もあります。 

2018（平成 30）年から２022（令和４年）の５ヶ年平均の年間平均気温は 12.8℃、

平均降水量は 1,616.6mm となっています。 

 

図表１－1６ 月別降水量・月別平均気温（令和４年） 

 

出典）気象庁ホームページ「気象観測（電子閲覧室）」 

 

３．人口及び世帯数 

本町の人口は、減少傾向が継続しており、2020（令和２）年 10 月 1 日現在で

11,849 人となっています。人口動態については、自然動態、社会動態ともにマイナ

スを示しています。世帯数は、緩やかな減少傾向を示しており、その結果、一世帯当

たり人数は減少し、核家族化の傾向が見られます。 

年齢別では、65 歳以上の高齢者人口が 44.6％となり、また、国勢調査で 15 歳

未満の若年人口が 9.8％と初めて 10％を下回り、島根県内でも高齢化が進行してい

る地域となっています。 
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図表１－1７ 本町の人口及び世帯数 

  

【人口及び世帯数の推移】         【人口動態の推移】 

出典）総務省統計局「国勢調査報告」及び島根県統計調査書 

 

図表１－1８ 年齢別人口（令和２年 10 月 1 日現在） 

 

出典）総務省統計局「国勢調査報告」及び島根県統計調査書 

 

４．産業の動向 

奥出雲町の産業別就業者総数は 6,087 人。第 1 次産業 18.0％、第 2 次産業

28.4％、第 3 次産業 53.1％であり、第 1 次産業の減少が著しくなっています。産

業別生産額は 463 億円で近年横ばい傾向となっています。産業別生産額の割合は第

3 次産業が 5 割以上、第 1 次産業は 1 割以下で就業者数割合（約 2 割）に対して所

得が低く生産性の低さが見られます。 

修正特化係数をみると、鉱業、採石業、砂利採取業、林業、ゴム製品製造業、農業

などの第 1 次産業、第 2 次産業である 8 分野で、修正特化係数が１.0 を超える基盤

産業として認められます。 



第１章 地球温暖化対策の必要性 

22 

図表１－19 産業別就業者数の推移 

 

出典）国勢調査 

 

図表１－20 産業別町内総生産額の推移 

 

出典）島根県市町村民経済計算 
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図表１－21 修正特化係数と従業者割合（H28） 

 

出典）平成28年経済センサス・活動調査結果 
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５．土地利用状況(民有地) 

本町は、山間部に位置することから山林が８割強を占め、公有地等を除くと田の

6.5％、畑の 2.1％以外は 1％未満となっています。 

 

図表１－22 地目別面積 

 

 

図表１－23 地目別面積割合 

 

出典）島根県統計書※１ 

 

 

 

地目 面積（㎢） 割合

田 23.80 6.5%

畑 7.94 2.1%

宅地 3.22 0.9%

池沼 0.17 0.0%

山林 306.96 83.4%

牧場 0.01 0.0%

原野 2.58 0.7%

雑種地 3.58 1.0%

公有地等 19.75 5.4%

合計 368.01 100.0%

※1：町内全域を網羅する地目別面積データがないことから、島根県統計書に掲載されているデータから、地目別面積

合計は国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」、山林面積は農林水産省「2020 年農林業センサス」、

山林以外の地目別面積は島根県税務課「土地に関する概要調査報告書」から得られる面積とし、上記の地目別面積合

計から山林面積及び山林以外の地目面別積を差し引いた 19.75 ㎢を「公有地等」として標記した。 
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６．脱炭素に向けた課題 

脱炭素を町・住民・事業者が一つとなって地域で取り組むことは、現在ある資源を

最大限に活用することにより経済の循環と地域の経済収支の改善が可能となり、再生

可能エネルギー等の利用により暮らしと防災の質の向上が見込まれることなどから、

地域課題の解決の機会であると捉える事ができます。 

脱炭素に取り組むことで地域課題が解決され、創生されたまちの姿は、第２次奥出

雲町総合計画で示された「めざすべき姿」であり、また奥出雲町デジタル田園都市構

想の「選ばれる」地域づくりの目標にもつながります。 

地域課題を同時に解決し、「奥出雲創生」に貢献できる脱炭素に取り組みます。 

 

 

 

図表１－24 脱炭素に向けた課題 
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図表１－25 脱炭素と地域課題の解決 

 

図表１－26 奥出雲町のあるべき姿 

 

子育て・教育の充実と奥出雲町を担う人づくり

都市との繋がりを築き、奥出雲町へ新たな人の流
れをつくる

活力ある産業の振興

稼ぐ地域をつくり、奥出雲町で安心して働けるよ
うにする

安心して暮らせる生活基盤の確保とまちづくり

ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的
なまちをつくる

奥出雲町の暮らしが幸せだと実感できる生活環境
づくり

結婚・出産・子育ての希望を叶える

第2次奥出雲町総合計画の「めざすべき姿」
脱炭素での地域課題の解決

奥出雲町デジタル田園都市構想の「目標」

①

【地域ブランディング】
EVの普及と充電設備の充実により、町外からの人の
流れをつくる。また学校や公共機関の再エネ設備導
入により、快適な環境での子育てを可能にする。環
境教育（木育）をとおして、地球環境やSDGsの理
解促進を図る

②

【地域経済循環】
太陽光ポテンシャルを見直し、地域資源である再生
可能エネルギーや森林資源及び荒廃農地の有効活用
により、地域産業を振興して雇用や資金を生み出し
地域で循環させる

③

【レジリエンス※１向上】
EV充電設備の充実や太陽光発電などの再エネ等の地
域資源を最大限活用することにより、災害時の電源
確保といった防災の質を向上させる

④
【快適な暮らしの実現】
住宅の省エネと断熱化により光熱費削減と、快適な
住環境での生活や子育てを実現させる

※1：レジリエンス（resilience）回復力、復元力、弾力性とも訳される言葉で、近年防災や環境分野において、想定

外の事態に対して社会や組織が機能を速やかに回復する強靱さを意味する用語として使われます。 
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奥出雲町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

 

第２章 温室効果ガス排出量の現況 
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第１節 対象とする温室効果ガス 

 

１．温室効果ガスの種類 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスは「地球温暖化対策の推進に関する法律」に

より定義されています。本計画における対象となる温室効果ガスは図表２-１に示す

物質となります。 

 

図表２-１ 本計画における対象となる温室効果ガスと特徴 

 
（※）地球温暖化係数とは、温室効果ガスそれぞれの温室効果の程度を示す値です。ガスそれぞれの寿命の長さが異

なることから、温室効果を見積もる期間の長さによってこの係数は変化します。 

ここでの数値は、京都議定書第二約束期間における値になります。 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

地球温暖化係

数※ 性質 用途・排出源

CO２ 二酸化炭素 1 代表的な温室効果ガス 化石燃料の燃焼など。

CH4 メタン 25
天然ガスの主成分で、常温で気体。
よく燃える。

稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋
め立てなど。

N2O 一酸化二窒素 298
数ある窒素酸化物の中で最も安定し
た物質。他の窒素酸化物（例えば二
酸化窒素）などのような害はない。

燃料の燃焼、工業プロセスなど。

HFCｓ ハイドロフルオロカーボン類 1,430など
塩素がなく、オゾン層を破壊しない
フロン。強力な温室効果ガス。

スプレー、エアコンや冷蔵庫などの
冷媒、化学物質の製造プロセス、建
物の断熱材など。

PFCｓ パーフルオロカーボン類 7,390など
炭素とフッ素だけからなるフロン。
強力な温室効果ガス。

半導体の製造プロセスなど。

SF6 六フッ化硫黄 22,800
硫黄の六フッ化物。
強力な温室効果ガス。

電気の絶縁体など。

NF3 三フッ化窒素 17,200 窒素とフッ素からなる無機化合物 半導体の製造プロセスなど。

温室効果ガス
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２．計画の対象とする温室効果ガス 

本計画では「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法

編（環境省・令和５年３月）」（以下、「マニュアル算定手法編」という。）に基づき、 

①エネルギー起源 CO2（運輸部門の船舶及び航空、エネルギー転換部門を除く） 

②エネルギー起源 CO2以外のガスのうち一般廃棄物の焼却処分に関わるもの 

からの排出を算定の対象とします。 

 

図表２-２ その他市町村が対象とすることが望まれる部門・分野と計画の算定対象 

 
●：特に把握が望まれる  ▲：可能であれば把握が望まれる 

※１ 中核市とその他の市町村は、一般廃棄物の焼却処分のうち非エネ起 CO２のみ“特に把握が望まれる”とします。 

※２ 産業廃棄物の焼却処分、埋立処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号における

「政令で定める市」以上を“特に把握が望まれる”とします。 

※３ 工場廃水処理施設における廃水処理の分野は、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）における「政令で

定める市」以上を“特に把握が望まれる”とします。 

※４ NF3については、●の地方公共団体においても“可能であれば把握が望まれる”とします。 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 

出典）「環境省手引き」別冊1より 

ガス種 その他の市町村 計画の算定対象

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

▲ ●

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

一般廃棄物※1 ● ●

産業廃棄物※2

一般廃棄物 ▲

産業廃棄物※2

工場排水処理施設※3

終末処理場 ▲

し尿処理施設 ▲

生活排水処理施設 ▲

▲

▲

部門・分野

産業部門

運輸部門

農業分野

耕作

畜産

農業廃棄物

燃料の燃焼分野

業務その他部門

家庭部門

燃料の燃焼

自動車走行

鉄道

船舶

鉄道

船舶

エネルギー起源

CO2

製造業

建設業・鉱業

農林水産業

自動車（貨物）

自動車（旅客）

航空

エネルギー転換部門

エネルギー起源

CO2以外のガス

代替フロン等４ガス分野※4

航空

燃料からの漏出分野

工業プロセス分野

焼却
処分

廃棄物分野

埋立
処分

排水
処理

原燃料使用等
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第２節 温室効果ガス排出量の推計 

 

１．温室効果ガス排出量の推計方法 

本実行計画では、町域における温室効果ガスの排出量を、「マニュアル算定手法編」

に基づき、自治体排出量カルテ等のツールを用いた推計方法をもとに推計しました。 

 

２．温室効果ガスの推計結果 

①2013（平成 25）年度の排出量 

2013（平成 25）年度の本町における温室効果ガスの排出量の合計は、

159,353t-CO2でした。 

部門別の排出量をみると大部分を産業部門が占め、全体の 48％の 76,789t-CO2

でした。産業部門のうちでは製造業の占める割合が高く、次いで農林業の占める割合

が高く、建設業・工業の占める割合は少数となっています。次いで運輸部門からの排

出量が多く、全体の 22％の 34,820t-CO2でした。運輸部門のうちでは自動車の占

める割合が高くなっています。 

 

図表２-３ 平成 25（2013）年度の排出量 

 
出典）地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト「自治体排出量カルテ」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出量の部門・分野別構成比 平成25年度（2013年度）

平成25年度

排出量

(t-CO2)

合　　計　 159,353 100%

産業部門 76,789 48%

製造業 49,148 31%

建設業・鉱業 2,224 1%

農林水産業 25,416 16%

業務その他部門 21,396 13%

家庭部門 24,924 16%

運輸部門 34,820 22%

自動車 33,725 21%

旅客 14,009 9%

貨物 19,717 12%

鉄道 1,095 1%

船舶 0 0%

廃棄物分野（一般廃棄物） 1,424 1%

部門 構成比

産業部門

48%

業務その他部門

13%

家庭部門

16%

運輸部門

22%

製造業

建設業・鉱業

農林水産業

業務その他部門

家庭部門

自動車

鉄道

船舶

一般廃棄物
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②2020（令和２）年度の排出量 

2020（令和２）年度の本町における温室効果ガスの排出量の合計は、115,227t-

CO2であり、2013（平成 25）年度より 44,126t-CO2（28％）の減少となって

います。 

部門別の排出量をみると、産業部門が多く約半数を占め、運輸部門が４分の１を占

める形となっています。 

 

図表２-４ 令和２（2020）年度の排出量 

 
出典）地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト「自治体排出量カルテ」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出量の部門・分野別構成比 令和２年度（2020年度）

令和2年度

排出量

(t-CO2)

合　　計　 115,227 100%

産業部門 52,977 46%

製 製造業 27,293 24%

建 建設業・鉱業 1,226 1%

農 農林水産業 24,458 21%

業 業務その他部門 15,330 13%

家 家庭部門 18,326 16%

運輸部門 27,774 24%

自動車 27,021 23%

旅 旅客 10,234 9%

貨 貨物 16,787 15%

鉄 鉄道 753 1%

船 船舶 0 0%

廃 廃棄物分野（一般廃棄物） 821 1%

部門 構成比

産業部門

46%

業務その他

部門

13%

家庭部門

16%

運輸部門

24%

製造業

建設業・鉱業

農林水産業

業務その他部門

家庭部門

自動車

鉄道

船舶

一般廃棄物
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③排出量の推移 

2013（平成 25）年度、2020（令和２）年度の温室効果ガス排出量の推移をみ

ると、産業部門は 31％、業務その他部門は 28％、家庭部門は 26％、運輸部門は

20％、廃棄物部門は 42％減少しています。 

排出量は全ての項目において減少傾向で推移し、基準年である 2013（平成 25）

年度から 44,126t-CO2（28％）減少しています。 

 

図表２-５ 排出量の推移 

 
出典）地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト「自治体排出量カルテ」より 

 

④島根県及び全国との比較 

2020（令和２）年度の温室効果ガス排出量の部門別割合を島根県及び全国と比較

すると、島根県に比べ産業部門での排出量割合が高く、業務その他部門での排出量割

合が低くなっており、運輸部門はほぼ同じ割合となっています。 

全国と比較すると、運輸部門の排出割合が高く、業務その他部門の排出割合が低く

なっています。産業部門の排出割合はわずかに高い結果となっています。島根県との

比較よりも、全国と類似した割合となっています。 

 

図表２-６ 島根県及び全国との比較 

 
出典）地方公共団体実行計画（区域施策編）策定支援サイト「自治体排出量カルテ」より 
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第３節 温室効果ガス排出増減の要因分析 

（１）産業部門 

①製造業 

産業部門（製造業）の温室効果ガス排出量は省エネ設備などの普及等により 2015

（平成 27）年度以降減少傾向で推移しています。製品出荷額が増加傾向であるにも

関わらず減少傾向で推移しているのはエネルギー効率の向上によるものと考えられ

ます。（図表資-8） 

 

②建設業・鉱業 

産業部門（建設業・鉱業）の温室効果ガス排出量は減少傾向で推移しています。建

設業・鉱業従業員数の減少や公共工事等の減少に伴うものによると考えられます。

（図表資-9） 

 

③農林水産業 

産業部門（農林水産業）の温室効果ガス排出量は減少傾向で推移していますが、

2017（平成 29）年度に増加に転じたのち、増減を繰り返しつつも増加しています。

農林水産業従業員数は 2014（平成 26）年度に減少し横ばいで推移したのち、2020

（令和 2）に増加しました。減少傾向の要因として、省エネ型設備の普及等機器効率

の上昇等が考えられます。（図表資-10） 

 

（２）業務その他部門 

業務その他部門の温室効果ガス排出量は減少傾向で推移しています。従業員数は

横ばいで推移していることから、省エネ設備の普及等によるエネルギー消費量の低

下などによるものと考えられます。（図表資-11） 

 

（３）家庭部門 

家庭部門の温室効果ガス排出量は減少傾向で推移しています。世帯数が微減傾向

で推移していることに加え、省エネ家電などの普及が進んでいるためと考えられま

す。（図表資-12） 

 

（４）運輸部門 

運輸部門の温室効果ガス排出量は減少傾向で推移しています。自動車保有台数が

減少していることに加え、自動車の性能向上やハイブリット車の普及によりエネル

ギー消費量が低下したためと考えられます。（図表資-13） 
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（５）廃棄物分野（一般廃棄物） 

廃棄物分野（一般廃棄物）の温室効果ガス排出量は増減を繰り返しながらも減少傾

向で推移しています。廃棄物処理量の増減に伴い増減するものと考えられます。（図

表資-14） 
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第１節 温室効果ガス排出量の削減の考え方 

１．削減の考え方 

本計画の削減目標を設定する考え方を以下に示します。本計画では、今後追加的な対

策を見込まず、自然に変動する見込値から、追加の施策として国や町独自の取組を行っ

た場合の削減見込量を減じた数値を目標値とします。 

 

図表３-１ 削減見込の考え方 

 

 

 

 
 

２．現状趨勢ケースの推計 

現状趨勢（BAU）ケースとは、温室効果ガス排出量が今後追加的な対策を見込まな

いまま推移したケースです。短・中期の排出削減目標量の試算と目標設定のために必要

になります。 

本計画では、「環境省手引き」に基づき、推計の対象範囲は現況排出量を把握した全

部門とします。推計対象年は計画の長期目標年次である 2050（令和 32）年とします。 

温室効果ガス排出量は、「活動量」と「活動量あたりの温室効果ガス排出量」の積を

用いることにより、複雑な将来推計を単純な計算で表すことができます。 

今後、現状以上の対策が講じられない場合の将来推計は、「活動量あたりの温室効果

ガス排出量」が変化しないと仮定し、推計対象年度の活動量を乗じることで求めます。 

削減目標

現状趨勢ケースによる
温室効果ガス排出量削減見込

今後追加的な対策を行なわずに
自然に減少する場合の削減見込

国主導の各種省エネルギー対策等による
温室効果ガス削減見込

国主導の施策を導入・実施及び
普及啓発した場合の削減見込

奥出雲町独自の施策による削減見込
奥出雲町独自の施策の実施によ
る削減見込
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図表３-２ エネルギー消費量の将来推計の考え方 

温室効果ガス排出量

産業部門　排出量

業務その他部門　排出量

家庭部門　排出量

運輸部門　排出量

＝

＝

＝

＝

＝

活動量

製造品出荷額

商業販売額

世帯数

人口

×

×

×

×

×

経済動向
で決まる

活動量あたりの温室効果ガス排出量

製造品出荷額あたりの温室効果ガス排出量

商業販売額あたりの温室効果ガス排出量

１世帯あたりの温室効果ガス排出量

１人あたりの温室効果ガス排出量

地球温暖化対策への
取り組みにより決まる

 
 

３．将来推計の計算結果 

第２章で求めた 2020（令和２）年度の温室効果ガス排出量をもとに、活動量あた

りの温室効果ガス排出量（主体別原単位）を算出し、2050（令和 32）年度までの温

室効果ガス排出量を推計しました。 

2030（令和 12）年度の温室効果ガスの排出量の合計は 111,625t-CO2となり、

2013（平成 25）年度より 30％減少します。 

 

図表３-３ 温室効果ガス排出量の推移 

 
 

４．削減見込量 

①国の主導による各種省エネルギー対策等による削減見込量 

国が主導し進める各種省エネルギー対策等のうち、本町で施策等を推進し削減が見

込める取組について、2030（令和 12）年度の温室効果ガス排出量の削減見込量の推

計を行います。 

その結果、国が主導し進める各種省エネルギー対策等による削減見込量は31,375t-

C02と推計されます。 
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図表３-４ 国の主導による各種省エネルギー対策等による削減見込量 

部門 対策内容 
削減見込量 

（t-C02） 

業務その他部門 

業務用給湯器の導入 185.75 

高効率照明の導入 965.06 

トップランナー制度※１等による機器の省エネルギー性能向上 1,866.25 

家庭部門 

住宅の省エネルギー化（新築） 603.59 

住宅の省エネルギー化（改修） 217.10 

トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上 987.16 

HEMS※２・スマートメーター※３・スマートホームデバイス※４の導入や省

エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネルギー管理の実施 
880.75 

運輸部門 

次世代自動車※５の普及、燃費改善等 2,071.37 

環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリ

ーン化 
105.14 

廃棄物部門 廃棄物処理業における燃料製造・省エネルギー対策の推進 31.06 

電力排出係数の低減 23,462.00 

合計 31,375.00 

 

②奥出雲町独自の施策による削減見込量 

奥出雲町独自の施策による温室効果ガス排出量の削減見込量は、町の事務事業に係

る温室効果ガス排出量の削減とし、削減見込量は 3,768t-C02とします。 

 

③2030（令和 12）年度における温室効果ガス排出量 

現状趨勢のケースの結果では、奥出雲町における 2030（令和 12）年度の温室効果

ガス排出量は 111,625t-C02になると推計されます。 

2019（令和元）年度以降の国が主導し進める各種省エネルギー対策等による温室効

果ガスの削減見込量は 31,375t-C02 であり、町独自の施策による温室効果ガスの削

減見込量は 3,014t-C02であることから、2030（令和 12）年度における温室効果ガ

ス排出量は 77,236t-CO2と推計されます。 

推計の結果と 2013（平成 25）年度における温室効果ガス排出量を比較すると、温

室効果ガス排出量の削減量は 82,117t-CO2であり、削減率は 52%となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：自動車の燃費基準や電気機器（家電・OA機器）等の特定機器に係る性能向上に関する製造事業者等の判断基準

を、現在商品化されている製品のうちエネルギー効率が最も優れているもの（トップランナー）の性能、技術開発の将来

の見通し等を勘案して定めることとし、機器器具のエネルギー消費効率の更なる改善の推進を行う取組をいいます。 

※2：「Home Energy Management System」の略称であり、家庭におけるエネルギー管理システムのことを指す。家

庭の省エネ化に役立つシステム。 

※3：毎月の検針業務の自動化や HEMS等を通じた電気使用状況の見える化を可能にする電力量計をいいます。 

※4：スマートホームとは、家電などとインターネットをつなぎ、スマートフォンやスマートスピーカーでコントロール

することで、快適に便利な暮らしを実現する家のことをいいます。 

※5：電気自動車・燃料電池自動車・ハイブリッド自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・グリーンデ

ィーゼル自動車を指す。二酸化炭素や窒素酸化物（NOｘ）、粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない、または

全く排出しない、燃料性能が優れているなどの環境に配慮した自動車のことです。 
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図表３-５ 2030（令和 12）年度における温室効果ガス排出量 

項目 

2013（平成 25）年度比 

増減量 

(t-C02) 

増減率 

(％) 

現状趨勢ケース -47,728 -30% 

国が主導し進める各種省エネルギー対策等 -31,375 -20% 

奥出雲町独自の施策 -3,768 -2% 

合計 -82,871 -52% 

 

④森林等吸収による相殺見込み 

本町における森林吸収量は、161千 t-CO2です。森林保全・整備等による森林吸収

量を維持し、CO2 クレジット
※１認証制度の活用で温室効果ガス排出量の削減を行いま

す。 

 

 

※１：CO2クレジット（カーボンクレジット）は、温室効果ガス排出量の見通し（ベースライン排出量）と実際の排出量

の差をクレジットとして認証して取引できるようにしたものです。国内では、「J-クレジット」の名称で、省エネ・再エネ

による国内の排出削減量や、森林管理による国内の吸収量をクレジットとして、国が認証する制度が運用されています。

詳細は P68-69を参照 
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第２節 温室効果ガス排出量の削減目標 

国では、2030（令和 12）年度における温室効果ガス排出量を 2013（平成 25）

年度比で 46％削減とする目標を掲げています。 

本町においても、国の温室効果ガス排出量削減目標に準じた削減目標を設定します。 

 

図表３-７ 奥出雲町の温室効果ガス排出量（区域施策編）の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３-８ 奥出雲町の温室効果ガス排出削減量（2013（平成 25）年度比）の内訳 

 

2030（令和 12）年度における温室効果ガス排出量を 

2013（平成 25）年度比で５0％以上削減 

2050（令和 32）年度における温室効果ガス排出量を実質ゼロ 

CO
2
クレジット

等による温室

効果ガス排出

量 

実質ゼロ 

2013
（平成25）

2020
（令和２）

2030
（令和12）

2040
（令和22）

2050
（令和32）

（千ｔ-CO２） （千ｔ-CO２） （千ｔ-CO２） （千ｔ-CO２） （千ｔ-CO２）

合計 159,353 100% 115,227 100% 76,482 73,060 68,681

産業部門 76,789 48% 52,977 46% 44,745 ▲42% 44,745 ▲42% 44,745 ▲42%

製造業 49,148 31% 27,293 24% 23,052 23,052 23,052

建設業・鉱業 2,224 1% 1,226 1% 1,036 1,036 1,036

農林水産業 25,416 16% 24,458 21% 20,658 20,658 20,658

業務その他部門 21,396 13% 15,330 13% 5,451 ▲75% 5,508 ▲74% 5,451 ▲75%

家庭部門 24,924 16% 18,326 16% 11,565 ▲54% 11,161 ▲55% 10,758 ▲57%

運輸部門 34,820 22% 27,774 24% 14,157 ▲59% 11,098 ▲68% 7,195 ▲79%

自動車 33,725 21% 27,021 23% 13,773 10,797 7,000

旅客 14,009 9% 10,234 9% 5,216 4,089 2,651

貨物 19,717 12% 16,787 15% 8,557 6,708 4,349

鉄道 1,095 1% 753 1% 384 301 195

船舶 0 0% 0 0% 0 0 0

廃棄物分野（一般廃棄物） 1,424 1% 821 1% 564 ▲60% 548 ▲62% 532 ▲63%

各部門別
削減率

部門 構成比 構成比
各部門別
削減率

各部門別
削減率
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第３節 奥出雲町の特性に基づく再生可能エネルギー利用可能量 

１．再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーとは、国際的に統一された定義はありませんが、国際エネルギー

機関（IEA）によると、「絶えず補充される自然のプロセスに由来するエネルギー」とさ

れており、太陽光、風力、バイオマス、地熱（バイナリー方式のみ）、水力、海洋資源

から生成されるエネルギーなどが含まれます。 

新エネルギーは、再生可能エネルギーのうち、大規模水力発電と地熱や海洋エネルギ

ーを除いたもので、その種類については「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置

法」で定められています。 

 

図表３-９ 再生可能エネルギー・新エネルギーの種類 

 

注１ 中小規模水力発電は 1,000kW 以下のもの、地熱発電はバイナリー方式のものに限る。 

注２ 新エネルギーとされていないが、普及が必要なもの。 

参考）資源エネルギー庁 HP,（一社）新エネルギー財団 HP を基に作成。 

再生可能エネルギーの普及、エ

ネルギー効率の飛躍的向上、エネ

ルギー源の多様化に資する新規

技術であって、その普及を図るこ

とが特に必要なもの

再生可能エネルギー

新エネルギー

太陽光発電

風力発電

バイオマス発電

中小規模水力発電注１

地熱発電注１

太陽熱利用

温度差熱利用

バイオマス熱利用

雪氷熱利用

燃料電池

クリーンエネルギー自動車

天然ガスコージェネレーション

など

革新的なエネルギー

高度利用技術注２

大規模水力発電 地熱 海洋エネルギー

発電分野 熱利用分野

バイオマス燃料製造

燃料分野
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２．再生可能エネルギーポテンシャルについて 

【推計方法】 

再生可能エネルギーの導入可能性を検討（評価）するため、本町において眠っている

再生可能エネルギーの量を明らかにします。 

 

【期待可採量】 

発電設備等の設置可能なスペースの有無などエネルギーの採取上の制約や、現在か

ら将来にわたる利用技術上の利用条件などを考慮した上で、活用が期待されるエネル

ギー資源量です。なお、発電コスト、エネルギー回収コストなどの経済性に関する制約

は原則考慮しません。 

また、活用が期待されるエネルギー資源量（期待可採量）を実際にエネルギーとして

使用するためには、電気エネルギーまたは熱エネルギーに変換する必要があります。な

お、期待可採量を電気エネルギー、熱エネルギーに変換した場合のエネルギー量を併せ

て算定しました。 

 

【推計結果】 

本町における潜在賦存量のうち、エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因に

より利用できないものを除いた期待可採量は 1,191,507MWhになります。本町です

でに導入されている再エネ導入量から、今後導入可能であると考えられる再エネ量は

1,161,875MWhとなります。 

 

図表３-10 奥出雲町の再エネポテンシャル量 

 期待可採量 既存の再エネ導入量 再エネポテンシャル 

太陽光発電 1,122,179MWh 10,159MWh 1,112,020MWh 

地熱発電 0MWh 0MWh 0MWh 

水力発電 69,328MWh 19,473MWh 49,855MWh 

陸上風力 0MWh 0MWh 0MWh 

合計 1,191,507MWh 29,632MWh 1,161,875MWh 
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３．再生可能エネルギー導入の見込み 

太陽光発電については、平地での大規模な設備から、戸建て住宅の屋根置きの設備な

ど様々な規模での導入が可能であり、住宅等の屋根置きだけでも大きな導入可能性が

あります。一方で水力発電は町営発電所も運営していますが、新規の導入には多くの設

備投資が必要となります。また、陸上風力は、動植物の生態系や生活環境へ影響がある

可能性があります。このことから、本町では再生可能エネルギーの導入として、住宅等

の屋根置きの太陽光発電を中心に今度の導入を図っていきます。 

本町のこれまでの再生可能エネルギーの導入量と、建屋に太陽光発電等再生可能エ

ネルギー機器の導入を行った場合の導入可能量から、2030（令和 12）年度の再生可

能エネルギーの導入量の累積は 35,000MWh、2040（令和 22）年度では

40,000MWh、2050（令和 32）年度では 45,000MWhを見込んでいます。 

 

図表３-６ 再生可能エネルギー導入の見込み 

 

 

 

 

478

29,632

35,000

40,000

45,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2014

（平成26）

2021

（令和３）

2030

（令和12）

2040

（令和22）

2050

（令和32）

（MWh）

（年度）

実績 予測



第３章 温室効果ガス排出量の将来 

44 

 

太陽光発電設備に 

関心のある方 


